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特許のポイント

• 特許権は、出願しただけでは権利を取得できない。

• 出願をすると方式審査が行われる。

• 審査請求をすると審査官による実体審査が行われる。

• 特許の要件を満たし審査をパスすれば特許査定される。

• 特許料の納付により特許原簿に登録されると、特許権が成立する。

• 特許の要件を満たしていないものは拒絶される。

• 特許権は、出願しただけでは権利を取得できない。

• 出願をすると方式審査が行われる。

• 審査請求をすると審査官による実体審査が行われる。

• 特許の要件を満たし審査をパスすれば特許査定される。

• 特許料の納付により特許原簿に登録されると、特許権が成立する。

• 特許の要件を満たしていないものは拒絶される。
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特許手続きの主な特徴

①出願

発明内容を一定の様式で記載した文書「明細書」を特許庁へ提出する行為

一番先に出願した者にのみ、権利が与えられる（先願主義）

② 出願公開

出願された明細書内容は、公開される（特許庁）

技術内容を、一般に開示

③ 審査

特許は「審査」を経て、取得される（審査主義）

・・・審査：独占権を与えるに値する技術かどうかを判断

④ 特許の権利期間

出願から２０年間 （ただし、一部は最大２５年まで延長可）
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特許出願から権利取得までのフロー
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特許出願に必要な書類の構成

願書願書

特許請求の範囲
(クレーム）

特許請求の範囲
(クレーム）

発明の名称発明の名称

発明の詳細な説明発明の詳細な説明

図面の簡単な説明図面の簡単な説明

図面図面

要約書要約書

権利書権利書権利書

技術書技術書技術書
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明細書の構成
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●特許公報
特許情報の源は、１件１件の
特許文献（特許公報）です。
したがって、特許情報を利用す
るには、まず必要な特許公報を
探し出し、読むことから始めま
す。

●特許公報の種類

日本特許庁が発行する特許公報
は表のものがあります。特許情報
の調査目的によって、調査する特
許公報を選択します。実用新案は
物品の構造に関わるものが大半な
ので、調査する技術内容によって
調査するか否かを決めます。



8

特許情報のサーチ

日本の特許庁に出願される特許
の件数は、年間約40万件に達して
おり、他の主要外国の出願と合わ
せると約100万件になります。昔
は１件１件手作業で調査していま
したが、現在ではパソコン等を利
用して比較的容易に検索できる環
境が整ってきています。

●特許情報源

特許庁では、公報類の発行、
データベースの整備、書類原簿等
の閲覧などを通じて特許情報を一
般に提供しています。これらの特
許情報は、特許庁のホームページ、
工業所有権情報・研修館（INPIT)、
各地の知的所有権センター、公益
法人等を通じて入手可能です。
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公開番号

国際特許分類

出願番号
出願日

出願人

発明者

公開日

代表図

発明の名称

要約

公開公報（サンプル）
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特許情報の調べ方

検索キー
（国際的に共通な技術
的インデックス）

主題調査
（ニーズ・シーズの技術
内容からの探索）

企業動向調査
（シーズ保有企業等の

動向把握）

権利状況調査
（シーズ案件の出願経過・
権利状況の把握）

出願人 番号

FI・Fターム国際特許分類
（IPC)

技術用語
（キーワード）

例 ごみを家庭で処理
する
ごみ ｏｒ ゴミ ｏｒ 塵
家庭 ｏｒ 台所
処理 ｏｒ 回収

検索キー
（日本独自の技術
的インデックス）



11

特許検索で用いられるキー

• キーワード
– 単語を直接入力

• ＩＰＣ
– 国際特許分類（International Patent Classification）

• ＦＩ
– ＩＰＣをさらに展開したもの。展開記号、分冊識別記号を
ＩＰＣに付加したもの。特許審査における先行技術のサー
チを効率的に行うことを目的にしている。

• Ｆターム
– 一定の技術範囲を種々の技術観点から多観点で区分したも
の。目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御
手段などの多数の技術的観点から技術を分類したタームリ
ストに基づいて各文献毎に付与されている。
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サーチの手順

●調査目的の明確化

特許情報を何の目的で見るのかを明
確にします。この目的によって調査分
類、調査国、調査期間等が決まります。

●調査概念の設定
調査する技術範囲に見合う具体的な

概念を設定します。この調査概念に
よって、調査する特許分類や検索キー
ワードが決まります。概念が大きすぎ
たり、抽象的な概念にすると、出力す
る件数が数千件、数万件になり、絞り
切れずにサーチ作業が発散します。逆
に概念が小さすぎると必要な特許情報
が洩れます。

調査目的の明確化調査目的の明確化

調査概念の設定調査概念の設定

調査分類の設定調査分類の設定

調査国の設定調査国の設定

調査期間の設定調査期間の設定

調査データベースの選定調査データベースの選定

検索式の設定検索式の設定

検索作業検索作業
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●調査分類の設定

●調査期間の設定
最先端技術の調査であれば、現在から５年程度遡った期間の調査にするなど、技術

の新旧に応じて調査期間を設定します。権利の有無を調べる「権利調査」であれば、
権利が存続する期間まで遡って調査する必要があります。すでに公知となっている例
を見つける「公知例（無効資料）調査」であれば、さらに遡って調査します。
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●調査データベースの選定
データベースの種類によって、データの蓄積範囲、検索機能、出力形態が異なります。特

許分類のみでは、件数が絞り切れないような場合は、ワード検索できるデータベースを選び
ます。また、マクロな技術動向を調査したい場合は、抄録と代表図だけでも調査できますが、
「出願前に行う従来技術の調査」のように特許公報の記載事項をすべて見る必要がある場合
は、全文・全図を蓄積しているデータベースを選びます。

●検索式の設定
ほとんどのデータベースはAND，OR，NOT等の演算子を組み合せた論理演算式によって

必要な特許情報に絞り込んでいく方式を取っています。調査概念から検索キーワードを設定
し、調査分類等と組み合わせて検索式を設定します。データベースによって、検索条件や演
算子の記号が異なりますので、注意が必要です。最初から適切な検索キーワードを設定する
ことは、容易ではありませんので通常は数回検索を試行します。最初の検索でヒットした公
報をチェックし、検索キーワードを見直して、その結果を検索式の修正に反映します。

●検索作業
件数が多いときには、検索キーを徐々に増やして、AND演算子を用いて絞り込んでいきます。
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特許情報の分析

１．ミクロ分析 質的分析
＊権利の観点からの分析／1件単位

＊目的に合致した案件の抽出

２．マクロ分析 量的分析
＊技術的観点からの分析

＊動向分析／件数把握・分布

３．ミクロ分析とマクロ分析の融合
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事業戦略と特許情報

１．製品戦略と特許情報の活用
＊事業への参入

・特許マップの活用

・ビジネスプランの立案

＊事業の継続・拡大

２．特許戦略と特許情報の活用
＊自社特許戦略

＊他社特許戦略
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商品戦略と特許情報の活用

１．製品企画段階 市場動向調査

２．製品開発段階 関連特許調査

発明の創生と出願

３．製品設計・製造段階 他社特許対策と活用

自社特許取得

４．製品販売段階 自社製品のガード

他社特許対策

５．製品事業終了段階 自社特許の活用

能動的調査と受動的調査
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特許戦略と特許情報の活用

Ⅰ．自社特許戦略

“取得”と“活用”

Ⅱ．他社特許戦略

“回避”と“活用”

＊ 局面に応じた特許情報の活用が必須
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Ⅰ．自社特許戦略

１．特許取得戦略（発明創生～設定登録）

１－１．特許出願戦略（発明創生～特許出願）

１－２．権利化戦略 （特許出願～設定登録）

２．権利維持活用戦略（設定登録～権利消滅）

２－１．権利維持戦略

２－２．権利活用戦略

（１）特許製品戦略

（２）特許流通戦略
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自社特許戦略／特許取得

特許出願戦略

＊ 発明の創生

１．発明を出願すべきか否か

２．何の為に出願するのか［出願目的］

３．何をどの程度出願するのか［出願目標］

４．誰の名義で出願するのか［出願人］
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自社特許戦略／特許取得

特許権利化戦略

１．何のために権利化するのか
［権利化の目的 活用形態］

（１）「会社」／「製品」のＰＲ

（２）市場参入 ラン・アフター

（３）同業他社の牽制［製品差別化］ デッドヒート

（４）同業他社（ライバル）の排除 トップ・ラン

２．どのような形［＝カテゴリ］ 権利活用のし易さ
（１）物

（２）方法

（３）物の生産方法



22

自社特許戦略／特許取得

特許の戦略的取得

活用を見据えた取得の必要性

１．現流製品・技術に結びつく製品・技術の権利化

短期的活動

２．先物製品・技術に係わる製品・技術の権利化

中・長期的活動

３．自社独自技術の権利化

［他社技術との差別化］
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自社特許戦略／権利維持・活用

特許維持戦略

１．どの特許を維持していくのか

特許を維持するメリットは何か
（１）特許の実施／活用の状況に応じた維持

（２）維持すべき未利用特許はどれか

２．いつまで維持するのか
（１）実施／活用（期間と規模）との関連

（２）実施許諾状況との関連

（３）権利維持費との関連

（４）発明者への補償
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自社特許戦略／権利維持・活用

権利活用戦略

１．特許製品戦略

製品戦略に準拠した特許活用

２．特許流通戦略

特許の流通[ﾗｲｾﾝｽ]を主体とした特許の活用

－ バランスのとれた戦略の立案とその遂行 －
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自社特許の活用形態

(１) 主力製品に係る特許の活用

＊ 特許製品戦略との連動

＊ 個別対応 … 特定企業への活用

＊ 侵害申入れ／実施の勧誘

(２) 主力製品サポート(周辺技術)特許の活用

＊ 特許流通戦略との連動

＊ 業界対応 … 不特定企業への活用

＊ 業界向けPR活動(業界情報の収集)
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Ⅱ．他社特許戦略

１．他社特許対策

自社製品に障害となる他社特許への対処

・他社出願の権利化阻止

・他社権利の排除と回避

２．他社特許活用

他社特許・技術の自社製品への活用
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特許流通活動における特許調査

自社特許及び他社特許の活用

１．ニーズオリエンテッド対応

→ ニーズの把握とシーズの抽出

２．シーズオリエンテッド対応

→ シーズの確認とニーズの把握



28

企業からニーズを聞いたとき

企業にシーズを紹介するとき

シーズの紹介を外部業者・機関に依頼するとき

ライセンス契約を締結するとき

などなど・・・

特許流通活動における特許調査
（特許情報調査をいつ行うか）
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特許流通活動と深い関わりを持つ特許情報の調査

ニーズ/シーズに合う
シーズ/ニーズ探索

シーズ評価

マッチング

成約

事業化

権利状況調査権利状況調査 共同研究 発明の創出

出願出願前調査出願前調査

技術動向調査技術動向調査

類似技術調査類似技術調査

関連技術調査関連技術調査
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特許流通活動における特許調査の目的

１．ニーズに合致したシーズの抽出

シーズに合致したニーズの把握

２．当該シーズは、ライセンス対象となり得るか
（特許製品性）

３．当該シーズを活用して如何なる事業が図れるのか
（事業性）

４．特許権としての評価 新規性・排他性
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訪問企業からのニーズに合う特許を調査する。特許出願の技術内容や出願件数の推
移を調べることにより、過去にそのニーズに関連した技術が存在したか、また今後ど
のような技術動向になるかなどの把握に参考になります。
ニーズの内容や出願件数推移から、関連技術の方向性、企業の開発体制、ユーザー

ニーズや商品需要の予測などを窺い知ることができ、当面の活動の目標設定に役立つ
情報が得られます。

技術動向調査

類似技術調査

ニーズを把握した段階において技術課題に直面した場合などに、特許情報からその
解決手段などを探ることができます。ニーズとは異なる技術分野にも目を向けて調査
すれば、参考になる事項が容易に入手できます。
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シーズ評価時および契約時に必ずしなければならない重要な調査です。登録され
た特許権は無効審判や料金の未納によって消滅していることもあります。また、審
査請求可能期間を過ぎていることもあります。さらに、権利者が変わっていたり、
質権が設定されていたりすることもあります。これらはIPDL等のデータベースで調
べることができ、さらに確実には特許庁の登録原簿に記載されていますから、電子
出願端末機等などで内容を調査できます。

権利状況調査

関連技術調査

調査の結果、シーズが見つかった場合、同一権利者の類似する特許案件は一括し
て紹介するように努める必要があります。その理由は、同一権利者の類似する特許
の一部が他社に譲渡あるいは実施許諾された場合、他社との間で権利侵害事件が発
生する恐れがあるからです。
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出願前調査

共同研究成果としての発明を特許出願しようとする場合には、事前に最も近い従来
技術を調査します。先願の「特許請求の範囲」に記載されている事項だけでなく、公
報全体が従来技術となります。
出願前に従来技術を調査しても、その時点で未公開の特許公報を調査したことに

なっていないので、審査請求時にその要否を判断する必要がある場合は、その期間の
調査をします。
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調査しなければならない項目

書誌的事項

権利者

期間

権利未確定案件の対応

公開公報と特許公報の“特許請求の範囲”に

ついて比較・確認

類似特許と関連特許

チェックリストの活用
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書誌的事項とは
基本情報
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出願情報（IPDL）
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出願情報（IPDL）
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登録情報（IPDL）
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権利範囲（出願時と登録時の請求範囲の比較）

公開

登録

(57)
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類似特許調査

キーワード（技術用語）
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特許流通特許流通に当たって気をつける事項に当たって気をつける事項

トラブル事例からの提言
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Ｉ．案件の書誌的事項の確認

ライセンス供与希望者からの情報を鵜呑みにしないライセンス供与希望者からの情報を鵜呑みにしない

許諾対象特許を正確に特定する

１．特許関連番号に起因する問題の回避特許関連番号に起因する問題の回避

特許関連番号は正確？特許関連番号は正確？

調査項目

特許関連番号（出願～公開～登録）

調査項目

特許関連番号（出願～公開～登録）
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（１）ライセンス権限を満たしている者からの依頼によるライセン

ス活動？

許諾権限のない者が行った契約行為

→特許実施許諾関連条項(対価を含む)については無効(権限外の行為)

契約締結のやり直し／契約条件の再設定

→紹介者の信用度の失墜または低下

ライセンサーとしての企業は、侵害者を排除するための権限を持たない

実施権の設定ができない（契約締結後に発覚）

ライセンス依頼者は許諾権限があるか？ライセンス依頼者は許諾権限があるか？
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ライセンスについて他の共有権利者(共同出願人)の同意はあるか
他の共有権利者からのクレーム(ライセンス交渉段階)

特許法第７３条(共有にかかる特許権）第3項違反

→契約の一部または全部が無効

実施権の設定ができない(契約締結後に発覚)

調査項目および対応
①権利者(出願人)、発明者、発明の名称
②権利関係(単独/共有)の確認
③対象特許をライセンスすることについての共有権利者(共
同出願人）全員の書面による合意が得られているか

調査項目および対応
①権利者(出願人)、発明者、発明の名称
②権利関係(単独/共有)の確認
③対象特許をライセンスすることについての共有権利者(共
同出願人）全員の書面による合意が得られているか

（２）共有権利(共同出願)を一部の権利者の依頼に基
づいてライセンス活動しようとしていないか？
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特許権（特許を受ける権利を含む）の消滅した案件をライ
センス案件として採用していないか？

特許権（特許を受ける権利を含む）の消滅した案件をライ特許権（特許を受ける権利を含む）の消滅した案件をライ
センス案件として採用していないかセンス案件として採用していないか？

実体のないもの（不適格案件）の導入検討
→ 時間の浪費
→ 紹介者の信用度失墜または低下

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②権利消滅案件については、ライセンス不適格案件
として対象から除外する

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②権利消滅案件については、ライセンス不適格案件
として対象から除外する

Ⅱ．案件の期間に関する事項の確認
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権利存続期間の短い特許案件をライセンス案件として
採用していないか？

権利存続期間の短い特許案件をライセンス案件として
採用していないか？

①マッチング活動中又はライセンス交渉中に権利満了

ライセンス不適格案件のライセンス活動

→時間の浪費

→紹介者の信用度失墜又は低下

②契約締結から短期間で権利満了

投資額の回収ができないなどのライセンシーからのクレーム
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調査項目および対応

①ライセンス対象案件の現状調査

②権利存続期間の短い案件については、技術供与

（技術指導を含む）が主たる目的の場合を除き、

ライセンス不適格案件として対象から除外する

調査項目および対応

①ライセンス対象案件の現状調査

②権利存続期間の短い案件については、技術供与

（技術指導を含む）が主たる目的の場合を除き、

ライセンス不適格案件として対象から除外する
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審査未請求であって審査請求期間が残り少ない特許案件
をライセンス対象案件として採用していないか？

審査未請求であって審査請求期間が残り少ない特許案件
をライセンス対象案件として採用していないか？

マッチング活動中に審査請求期限切れ（見なし取り下げ）

ライセンス不適格案件のライセンス活動

→ 時間の浪費

→ 紹介者の信用度失墜または低下
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調査項目および対応

①ライセンス対象案件の現状調査

②出願人に対する審査請求の指導

③審査請求のない場合は、ライセンス不適格案件

として対象から除外する

調査項目および対応

①ライセンス対象案件の現状調査

②出願人に対する審査請求の指導

③審査請求のない場合は、ライセンス不適格案件

として対象から除外する
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関連公報

明細書の
状　　況

発 明 に
係る権利

(77)
又は (78)

(出願から１年６ｶ月)

  出願公開(第64条) 　登　 録 (第51条､第66条)

権 利 化 状 況 と 許 諾 形 態

時　　期

発明の創生 出願決定 出　　願

許諾権利

専用実施権
通常実施権

契約形態

(特許)

特許実施許諾契約(又は特許ノウハウ契約)

ノウハウの実施権(使用権)

ノウハウ契約・技術指導契約(技術情報の提供、技術指導)

 (実施許諾の予約、補償金請求権の放棄)
 未登録出願の実施権[＊]

(出願準備中) 内容未公開 内 容 公 開

補償金請求権(第65条)
(権利行使は登録後)

特許を受ける権利(第33条)

 特許公報(第93条)

特 許 権(第68条)

 特許出願公開公報
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Ⅲ 権利未確定案件のステータス確認

（１）審判（無効審判／拒絶査定不服審判）係属中の特許案件
をライセンス対象として採用

①マッチング活動中又はライセンス交渉中に無効／拒絶査定が確定
マッチング不適格案件のライセンス交渉
→時間の浪費

②契約締結後に無効／拒絶査定が確定
ライセンシーからのクレーム

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②審判継続案件については、審決が確定するまでは、ライセンス
対象としての採用を保留する

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②審判継続案件については、審決が確定するまでは、ライセンス
対象としての採用を保留する
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①多額の対価（一時金）を支払ったにもかかわらず、契約自体が終了となった

不当利得返還に関するトラブルが発生するおそれあり

②ノウハウも併せて提供したが、提供費用の回収もできなかった

（２）未登録案件について特許ライセンス契約を締結したが、契
約締結後に許諾特許についての拒絶査定が確定したため、
契約が終了

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②ノウハウの提供・技術指導を中心とした契約内容とすることにより、
権利消滅(拒絶確定）による影響の軽減を図る

調査項目および対応
①ライセンス対象案件の現状調査
②ノウハウの提供・技術指導を中心とした契約内容とすることにより、
権利消滅(拒絶確定）による影響の軽減を図る
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（１）権利化の過程（審査過程）において、“特許請求の範囲”が減縮されたに

もかかわらず、特許出願（又は特許出願公開公報）における特許請求の範囲

を基準にして特許実施許諾契約を締結していないか？

Ⅳ 公開公報と特許公報の“特許請求の範囲”
の比較・確認

権利範囲が減縮されていないか？権利範囲が減縮されていないか？

特許出願時の請求の範囲を基準にライセンス

許諾特許を実施していない製品に
ついても実施料支払い対象製品
（契約対象製品）に含まれること
となり、実施料を支払わされた

契約対象製品を許諾特許でカバー
できないケースもあり、高額な対
価を支払ったにもかかわらず、類
似品を排除してもらえなかった
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調査項目および対応

①特許請求範囲の検討(公開時と登録時の請求範囲の比較）

②ライセンサー/ライセンシーにおける特許請求範囲のレベ

ル合わせ

③契約内容にノウハウが含まれている場合には、特許ノウ

ハウ契約とし、契約対象製品を許諾特許の権利が及ぶ範

囲と及ばない範囲とに区分けして不具合が生じないよう

にする

調査項目および対応

①特許請求範囲の検討(公開時と登録時の請求範囲の比較）

②ライセンサー/ライセンシーにおける特許請求範囲のレベ

ル合わせ

③契約内容にノウハウが含まれている場合には、特許ノウ

ハウ契約とし、契約対象製品を許諾特許の権利が及ぶ範

囲と及ばない範囲とに区分けして不具合が生じないよう

にする
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（２）権利範囲が未確定（特許出願中）であるにも関わらず、
契約対象製品（実施料支払い対象製品）を“本件特許を実
施した製品”と定義

①ライセンサー／ライセンシー間において、契約対象製品に認識の違
いが生じた

②ライセンサーが考えていた実施料支払い対象製品（契約対象製品）
と実際の契約対象製品（実施料支払い対象製品）との間にギャッ
プが生じたため、当初計画した実施料額を回収できなかった

調査項目および対応

①特許請求範囲の比較（出願時(公開時）と登録時）

②ライセンサーに特許権の及ぶ範囲が考えているほど広くな

いことを認識させる

③契約条件の緩和で対処（対価の低減、ノウハウの提供等）

調査項目および対応

①特許請求範囲の比較（出願時(公開時）と登録時）

②ライセンサーに特許権の及ぶ範囲が考えているほど広くな

いことを認識させる

③契約条件の緩和で対処（対価の低減、ノウハウの提供等）
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特許ライセンス契約締結後にライセンサー所有の関連特許の存在が判明

①許諾はしてもらえることになったが、追加の対価を要求された

→ 特許製品の開発および販売活動に支障をきたした

②許諾してもらえなかった

→ 許諾特許を実施した製品化に支障をきたした

Ⅴ 類似特許と関連特許の確認

ライセンサーが所有する類似特許はないか？ライセンサーが所有する類似特許はないか？

調査項目および対応

①ライセンサーの所有する類似特許の確認調査

②類似特許については、契約交渉の段階で、許諾対象特許として

契約に含めることを検討

調査項目および対応

①ライセンサーの所有する類似特許の確認調査

②類似特許については、契約交渉の段階で、許諾対象特許として

契約に含めることを検討
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①許諾特許を実施した製品について、“物”の特許の権利者からクレー
ム（侵害申し入れ、侵害製品に対する差し止め請求の予告など）が
あった

② “物”の特許をライセンスしてもらえなかった

→製品化を断念した

③ “物”の特許をライセンスしてもらえることにはなったが、高額な対
価等を要求された

→製品化及び製品の販売活動に支障をきたした

（１）方法特許（“物”の製造方法に係る特許）について特許ライ
センス契約を締結したが、“物”そのものの特許が存在

第三者が所有する類似特許はないか？第三者が所有する類似特許はないか？
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調査項目および対応

①許諾特許を実施した製品に係る“物”の特許についても

特許調査する

②ライセンサー/ライセンシーに“物”の特許の存在を認識

させる

③“物”の特許のライセンス取得等についてアドバイスする

④契約条件を検討する

調査項目および対応

①許諾特許を実施した製品に係る“物”の特許についても

特許調査する

②ライセンサー/ライセンシーに“物”の特許の存在を認識

させる

③“物”の特許のライセンス取得等についてアドバイスする

④契約条件を検討する
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①許諾特許を実施した製品について利用関係にある特許の権利者から

クレーム（侵害申し入れ、侵害製品に対する差し止め請求の予告

など）があった

② 利用関係にある特許をライセンスしてもらえなかった

→製品化を断念した

③利用関係にある特許をライセンスしてもらえることにはなったが、

高額な対価等を要求された

→製品化及び製品の販売活動に支障をきたした

（２）ライセンスを受けた特許（許諾特許）について利用関係
にある特許（許諾特許を実施するに際して実施せざるを
得ない特許）が存在
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調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査

②ライセンサー/ライセンシーへ特許に実施に際して問題

が生じることを認識させる → 契約条件にて対処

③第三者の所有する類似特許についての対処方法をアドバ

イスする

調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査

②ライセンサー/ライセンシーへ特許に実施に際して問題

が生じることを認識させる → 契約条件にて対処

③第三者の所有する類似特許についての対処方法をアドバ

イスする
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①他社製品との差別化が難しく、商売としてのうまみなし

② 類似特許を所有する競合メーカからのクレームが多く、企業活動に支障

（１）ライセンスを受けた特許（許諾特許）に係る製品・技術につ
いて、類似特許を所有する同業他社（競合）メーカーが
多数存在した

同業他社はないか？同業他社はないか？

調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者

(出願人）の分析を行う → ライセンシーに対するアドバイス

②先行企業、同業他社(競合企業）を把握し、企業化検討への一

助とする

調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者

(出願人）の分析を行う → ライセンシーに対するアドバイス

②先行企業、同業他社(競合企業）を把握し、企業化検討への一

助とする
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①許諾特許に係る製品について、その企業（競合メーカー）から類似特許
に基づくクレーム、問い合わせ等がある

② 競合メーカーがその製品分野における先発メーカーであり、かつその製
品についての知名度が高かったため、営業活動（市場開拓）がうまくい
かなかった

③製品（製品機能等）の優劣を巡る商売上のトラブルが絶えない

（２）同一地域内（営業活動圏内）に許諾特許に係る製品と似た
製品を扱う企業（競合メーカー）が存在し、その企業もま
た該当製品に係る特許（類似特許）を所有
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調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者(出願

人）の分析を行う → ライセンシーに対するアドバイス

②同一地域内における自社と同レベルの同業他社の存在をチェック

③先行企業が存在した場合は、契約締結前にライセンス取得等につい

て話をつけておくことが望ましい

調査項目および対応

①第三者の所有する類似特許の確認調査を行い、さらに権利者(出願

人）の分析を行う → ライセンシーに対するアドバイス

②同一地域内における自社と同レベルの同業他社の存在をチェック

③先行企業が存在した場合は、契約締結前にライセンス取得等につい

て話をつけておくことが望ましい
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１．紹介案件現状確認チェックリスト

（１） 基本項目

（２） オプション項目

（３） 特記事項

２．特許案件紹介シート

（特許流通アドバイザー使用）

＊見本添付

チェック事項の確認事例
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１．ｖｓ．紹介先／実施許諾先

（１）ライセンス交渉／契約に際して不利益

（２）契約履行に際しての問題発生

２．ｖｓ．第三者

（１）特許侵害問題の発生及びその対応（ライセンシー）

（２）特許侵害問題解決のための協力 （ライセンサー）

教訓：小さな手抜きが大きな仕事を作り出す

調査を怠ったときの影響
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特許侵害問題についての留意点

１．特許侵害問題は、事業が順調に立ち上がったと
きに、向こうからやってくる。

２．事業への影響が極めて大きい。

→ 場合によっては、命取り

３．自社製品・技術をガードする特許権利等を所有
していても発生する。
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特許侵害について

対象特許に係る特許発明を実施するための正当な権

利を持たない者が当該特許発明を実施することにより、

対象特許に係る特許権者又は専用実施権者が所有する

権利を侵害する行為をいう。

特許法第６８条 (特許権の効力)

特許法第７７条 (専用実施権)

[参考]特許法第６５条 (出願公開の効果等)
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“ 侵害／抵触 ”と“ 利用 ”

＊ ｢侵害／抵触｣ ： 特許発明と実施行為(又は、実施
の対象となる物[イ号物件])との関係

＊ ｢利用｣ ： 特許発明(又は発明)と当該特許発明等よ
り先に出願された他の特許発明との関係
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特許侵害等をめぐる構図

１．特許権/特許出願 ｖs. 実施行為/イ号物件

特許法第２条及び第１０１条 (実施について)

特許法第７０条 (技術的範囲について)

２．権利者(特許権者、専用実施権者)

ｖs. 侵害者(侵害する恐れのある者)

特許法第６８条及び第７７条 (権利の効力)

３．出願人 ｖs. 発明を実施した者

特許法第７０条 (技術的範囲について)

特許法第６５条 (補償金請求権)
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権利者からみた特許侵害事件提起の目的

１．侵害行為／侵害品の排除 (特許法第100条)

＊権利者、専用実施権者としての権利(独占権)の確保

２．損害の賠償[過去の清算] (特許法第102条)

３．実施許諾契約の締結[将来に向けて]
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損害額の推定 (特許法第１０２条)

１．権利者が実施した場合に得ることができる利益額

＊ 権利者の実施能力に応じた額が限度

２．侵害者が得た利益額

３．実施料相当額



72

侵害申入れを行う際の留意点

① 侵害申入れ特許[本件特許]の特定

② 侵害対象[イ号物件]の特定

③ 相手方[侵害申入先/紹介先]の特定

④ 侵害立証ブックの作成：イ号物件との関係

⑤ 本件特許の権利化に際しての適法性

⑥ 相手方との特許ポジション

⑦ 相手方及び相手方納入先との取引関係

⑧ 交渉シナリオの作成[短期決戦]



73

他社特許が存在した場合の確認事項

(１) 権利の状況

(２) 自社製品との関係

抵触性の検討、先使用の確認・立証

(３) 他社特許の無効理由の調査

権利者の確認、新規性・進歩性
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他社特許が存在した場合の対処方法

(１) 他社特許の排除(無効審判)

(２) 他社特許の回避

(権利範囲の縮減、設計変更)

(３) 他社特許の実施権取得

(先使用権、ｸﾛｽﾗｲｾﾝｽ、ﾗｲｾﾝｽ契約)

(４) 製品の廃止又は製品化の断念
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侵害申入れを受けた際の留意点

① 侵害申入れ特許[本件特許]の現状確認

② 侵害対象製品[イ号物件]・行為の特定

③ イ号物件の製造・販売に係る現状確認

(先使用、取引先への責任転嫁)

④ 本件特許とイ号物件との比較

⑤ 本件特許の有効性の確認及びその対処

(排除、権利範囲の縮減)

⑥ 自社所有関連特許の調査・確認(ｸﾛｽﾗｲｾﾝｽ)

⑦ 決着 過去分について 損害賠償

将来分について 実施権取得、回避
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特許案件の紹介先を捜す

１．特許情報から紹介企業の業種を推定し、

その中から紹介先を選定する。

２．特許情報から直接紹介先を選定する。

３．紹介先を選定するに際しての留意点
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特許案件の紹介先を捜す［Ⅰ］

１．特許情報から紹介企業の業種を推定し、

その中から紹介先を選定する。

１－１．紹介対象特許の特許分類を用いて関連特許を抽出

し、その出願人／権利者から紹介先を選定する。

１－２．紹介対象特許の“発明のカテゴリー”を把握して

“契約対象製品”を推定すると共に契約対象製品に

係わる特許分類を特定し、上記（１）の調査を行う。
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“発明のカテゴリー”から
“契約対象製品”を推定する

１．“発明のカテゴリー”と“契約対象製品”の関係

２．“契約対象製品”から実施業態を特定する

３．“契約対象製品”の推定

→ ビジネス・モデル立案の手がかり

４． 実施業態の特定

→ ライセンス・モデル立案の基礎
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発明のカテゴリー

－特許法第２条(定義)第２項 －

① “ 物 ”

(プログラム等を含む)

② “方法”

③ “物を生産する方法”
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発明のカテゴリーと実施形態(1)

１．“ 物 ” の発明：

① その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡

し)、輸出、輸入又は譲渡等の申出

(譲渡等のための展示を含む)
特許法第２条(定義)第３項第１号

② 業として、その物の生産にのみ用いる物の

生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出
特許法第101条(侵害とみなす行為)第１号
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発明のカテゴリーと実施形態(2)

２．“ 方法 ” の発明：

① 方法の使用

特許法第２条(定義)第３項第２号

② 業として、その方法の使用にのみ用いる物の

生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出

特許法第101条(侵害とみなす行為)第４号
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発明のカテゴリーと実施形態(３)

３．“物を生産する方法”の発明：

① 方法の使用 及び

その方法により生産した物の使用、譲渡等、

輸出、輸入又は譲渡等の申出

特許法第２条(定義)第３項第２号

② 業として、その方法の使用にのみ用いる物の

生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出

特許法第101条(侵害とみなす行為)第４号
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発明のカテゴリーと契約製品(１)

１．“ 物 ” の発明

① 許諾対象特許を実施した製品(もの)

[本件製品／現流製品]

② 本件製品に使用される部品・材料[上流製品]

③ 本件製品に組み込まれるユニット[上流製品]

④ 本件製品を組み込んだ製品 [下流製品]

etc.
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発明のカテゴリーと契約製品(２)

２．“ 方法 ” の発明

① 許諾対象特許を実施したサービス等の方法

の提供 [本件方法]

② 本件方法の実施に用いられるシステム

[本システム]

③ 本システムを構成する主要装置、ユニット

[本件装置]

etc.
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発明のカテゴリーと契約製品(３)

３．“ 物を生産する方法 ” の発明

① 許諾対象特許を実施して製造された製品(もの)
[本件製品]

② 本件製品の生産に使用される装置及び当該装置を

構成する主要ユニット [本件装置]

③ 発明を具現化した製造ライン [本件装置]

④ 本件製品の生産に使用される部品・材料
[本件材料等]

etc.
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ケース・スタディー

【許諾対象特許】

特許番号 ： 特許第３４７５３２８号

発明の名称： 調味料の製造方法

権利者 ： 広島県

カテゴリー： 物の生産方法
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（５７）【特許請求の範囲】

酵素分解法による調味料の製造方法において、食品製造に用い

られる塩類を無添加とする調味料の製造方法であって、蛋白質分

解酵素を含有又は添加した蛋白質原料としての生の食品素材に対

して、４０℃～６０℃の温度域で５０MPa～１００MPa範囲の

圧力を負荷して保持することにより微生物の増殖を抑制しながら

酵素の作用を促進し、かつ、熟成期間を短縮することを特徴とす

る調味料の製造方法。
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契約対象製品の推定

① 許諾対象特許を実施した調味料

［調味料原料］

② 調味料原料を用いた調味料製品

③ 許諾対象特許の実施に用いられる

調味料原料製造装置
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実施形態の推定

１．調味料原料の製造・販売

２．調味料原料の製造・使用

及び調味料製品の製造・販売

３．調味料原料の製造・使用

及び調味料製品の製造・使用

４．調味料原料に係わる製造装置の製造・販売

ビジネス・モデルの立案
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特許案件の紹介先を捜す［Ⅱ］

２．特許情報から直接紹介を選定する。

２－１．紹介対象特許の審査経過における引用

文献／参考文献から紹介先を選定する。

２－２．紹介対象特許が審査において引用され

た特許出願から紹介先を選定する。
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特許案件の紹介先を捜す［Ⅲ］

３．紹介先を選定するに際しての留意点

① 紹介先の特許ポジション

② 紹介先の企業状況

③ 紹介先における特許関連製品の状況（推定）
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添付資料

１．特許流通アドバイザーの業務フロー

２．紹介案件現状確認チェックリスト(見本)

３．特許案件紹介シート(見本)

４．特許案件紹介シート(記入例)

５．ケーススタディー関連特許公報(抜粋)

特許第3475328号 ｢ 調味料の製造方法 ｣


